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　市教育委員会では、充実した公民館施設の稼働率の向上と、さらなる市民の生涯学習・スポー
ツ活動の充実を図るため、令和４年度から、現在、公民館を利用している社会教育団体・利
用登録団体に加え、営利団体等にも公民館の利用を拡大し、民間の専門的知識・技術を活用
した市民の学習・活動機会の拡充を図り、地域の活性化に寄与する取組を進めます。

【基本方針】（令和 4年 4月 1日運用開始） 
（1）社会教育団体等を優先とした公民館の運営
　公民館は、社会教育法に基づく社会教育施設である
ことから、引き続き、社会教育団体や地域の団体等、
市民の利用を優先とし、館の運営を行うものとする。
（2）営利団体等に対する貸館の開始
　市民の生涯学習機会の拡大、地域の活性化を目的と
して、営利団体や個人事業主等に対する公民館の利用
を認めるものとする。営利団体等は、生涯学習活動等
の他、社内会議や打ち合わせ等で館を利用できるもの
とする。ただし、直接的な営利活動（物販や商品の展示、
契約行為等）については、原則、除くものとする。
（3）企業等と協働で行う事業の実施
　市民の生涯学習機会の拡大、地域の活性化を目的と
して、カルチャースクールや地元企業等との協働によ
る事業を実施していくものとする。

【料金改定】（令和 4年 4月 1日適用）
〈新料金の案〉　　　　　　　　　　　　　     単位：円

※黄色の部分が１時間当たりの新料金（営利利用料金・冷暖房
設備有の体育室の利用料金）となります。

※登録団体の料金は、減免後の料金となります。
登録団体２は、高校生以下の方で構成される団体または65歳
以上の方が2/3以上で構成される団体です。


